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１　申　出　者

林班・
小班

  地  目
 面　積
 （ha）

　森 林 の 現 況   備  考

山林 0.3316
原野 1.0204
山林 0.6697

0

（留意事項）

所在・地番 経営管理の状況

経営管理権集積計画作成申出書
令和　　年　　月　　日

　下記留意事項について承諾の上、下記のとおり経営管理権集積契約の作成を希望いたしますので
申し出ます。
　なお、経営管理権の設定についても希望いたしますので申し出ます。

フ リ ガ ナ 　　　シンリン　　タロウ
申出者の氏名 　　　森　林　　太　郎

住　　　所
　〒 399-5503
  　木曽郡大桑村大字長野〇〇〇〇番地

電 話 番 号   　０２６４－５５－〇〇□□

２　経営管理権集積計画の作成を希望する森林

大字長野〇〇〇〇－〇
大字長野△△△△－△
大字長野□□□□－□

３　その他参考となるべき事項

　【記載例】　私は８０歳になり、もう山仕事はできません。子供はいますが東京都と名古屋に住んでいま
す。子供たちは山仕事の経験もなく、山林を管理することはできません。そのため、この森林経営管理制度に
より大桑村に経営管理していただく以外に山林を守っていく方法がありません。つきましては、経営管理権の
設定をよろしくお願い申し上げます。

１　本申出書には、登記事項証明書等、森林所有者であることを証明する書類を添付してください。
２　本申出書は、あくまで大桑村へ経営管理権集積計画の希望内容を提出するものであり、この書類を
　もって大桑村へ経営又は管理が委託されるものではなく、今後の大桑村との協議により経営管理権集
　積計画が作成・広告されることで経営又は管理が委託されます。

沼行政書士事務所 行政書士  沼　尚 司
大桑村大字長野1030-1  ☎0264-55-1301　携帯 090-6529-1935

〈申出書の見本〉

山林を所有する皆さん、
山林の管理が適切にできていますか？

山林を所有する皆さん、
山林の管理が適切にできていますか？

山林の管理を自らできない人は、ぜひ、この申出書を村に提出しましょう。
沼 行政書士事務所が申請手続きの代行をいたします。 代行手数料 5,000円（税込み）
固定資産税納税通知書のコピーと認印をご持参いただければ当職が全てを代行いたします。

◆ 森林経営管理制度の概要

令和元年度から森林経営管理制度が始まりました。 この制度は、山林を自ら経営
管理できない人のためにできた制度です。（森林経営管理法）
下記、「経営管理権集積計画作成申出書」を大桑村に提出すれば、あなたに代わっ

て村が経営管理してくれる制度で、とてもいい制度です。 あなたの負担はありません。
また、この申出書を村に提出しておけば、災害等発生時などあなたが山林の管理責
任を問われることはありません。
そして、安心して子供に山林を引き継ぐことができます。

森林所有者自らが森林の経
営管理を実行できない場合
に、市町村が森林の経営管理
の委託を受け、林業経営者に
再委託することや市町村自ら
管理することにより、林業経営
の効率化と森林の管理の適正
化を促進するものです。

◆ 森林管理制度の
   取組みの流れ
①森林所有者に適切な森林の
経営管理を促すため責務を明
確化。

②森林所有者自らが森林の経営
管理を実行できない場合に、
市町村が森林の経営管理の
委託を受け、林業経営に適し
た森林は、林業経営者に再委
託し、再委託できない森林及
び再委託に至るまでの間の森
林においては、市町村が管理
を実施する。


